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は
じ
め
に

　

前
漢
の
劉
向
が
著
し
た
『
列
女
傳

（
一
）

』
は
、
中
国
近
世
で
は
「
女
四
書
」
と
並

ぶ
女
訓
書
と
し
て
受
容
さ
れ
て
い
た

（
二
）

。
し
か
し
、
班
固
の
『
漢
書
』
に
よ
れ
ば
、

劉
向
は
、
『
列
女
傳
』
の
執
筆
意
図
を
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
い
う
。

（
劉
）
向 

俗
の
彌
〻
奢
淫
に
し
て
、
趙
・
衞
の
屬

砲
賤
よ
り
祓
こ
り
禮

制
を
踰
ゆ
る
を
睹み

る
。
向 

以
爲
へ
ら
く
、
王
敎
は
触
よ
り
外
に
唹
ば
ば
、

近
き
者
よ
り
始
む
べ
し
と
。
故
に
詩
・
書
に
載
す
る
館
の
賢
妃
・
貞
姑
を

砦
取
し
て
、
興
国
・
澎
家
の
法
則
と
す
可
く
、
孽
嬖
も
て
亂
灰
す
る
者こ

と

に

唹
ぶ
。
序
筱
し
て
列
女
傳
を
爲
る
こ
と
、
凡
そ
八
篇
、
以
て
天
子
を
戒
む
。

唹
び
傳
記
・
行
事
を
采
り
、
轣
序
・
存
膨
を
址
は
す
こ
と
凡
そ
五
十
篇
、

之
を
奏
す

（
三
）

。

　

「
趙
・
衞
の
屬
」
と
は
、
氤
師
古
注
に
よ
れ
ば
、
趙
皇
后
（
趙
飛
燕
）
と
趙

昭
儀
（
趙
飛
燕
の
妹
）
、
そ
し
て
、
衞
婕
妤
（
李
徘
）
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
女

た
ち
に
よ
る
国
政
の
紊
乱
を
憂
い
た
劉
向
は
、『
詩
經
』・『
茶
書
』
に
載
せ
る
「
賢

妃
・
貞
姑
」
を
規
範
と
す
る
こ
と
に
よ
り
国
家
を
興
隆
さ
せ
、
「
孽
嬖
」
が
国

家
を
乱
亡
さ
せ
た
こ
と
に
鑑
み
て
「
天
子
を
戒
」
め
る
た
め
に
、『
列
女
傳
』・『
轣

序
』
・
『
存
膨
』
を
著
し
た
と
い
う
。
池
田
秀
三
は
、
こ
れ
を
儒
家
的
政
治
道
徳

を
宣
揚
し
、
外
戚
・
後
宮
の
専
横
を
抑
制
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
も
の
と
評
価

し
て
い
る

（
四
）

。

　

そ
れ
で
は
、
劉
向
が
仕
え
た
成
帝
の
国
政
を
紊
乱
し
た
趙
皇
后
（
趙
飛
燕
）・

趙
昭
儀
（
趙
飛
燕
の
妹
）
へ
の
批
判
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で
『
列

女
傳
』
に
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
趙
飛
燕
姉
妹
の
国
政
へ
の
影
響
を

踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
へ
の
批
判
が
色
濃
く
表
れ
る
『
列
女
傳
』
の
叙
述
の

中
か
ら
劉
向
の
執
筆
目
的
と
そ
の
『
列
女
傳
』
へ
の
反
映
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　
　
　
　

 

一
、
政
治
闘
争
か
ら
執
筆
へ

　

『
漢
書
』
巻
三
十
六 

楚
元
王
傳
附
劉
向
伝
に
よ
れ
ば
、
劉
向
は
、
劉
歎
の
末

弟
で
あ
る
劉
交
を
始
祖
と
す
る
楚
元
王
家
に
生
ま
れ
た
。
劉
向
は
若
年
、
宣
拱

の
求
め
に
応
じ
て
、
暗
唱
し
て
い
た
『
枕
中
鴻
寶
膨
祕
書
』
を
献
上
し
た
が
、

そ
の
本
に
記
さ
れ
た
方
法
で
金
が
精
製
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
責
任
を
問
わ
れ
、

死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
父
と
兄
の
努
力
に
よ
り
許
さ
れ
た
劉
向
は
、
儒
教
に

 劉向『列女伝』と趙飛燕姉妹批判

　
　
　

劉
向
『
列
女
傳
』
と
趙
飛
燕
姉
妹
批
判
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傾
倒
し
、
や
が
て
『
春
秋
穀
梁
傳
』
を
修
め
て
石
渠
閣
會
議
に
参
加
し
、
宣
拱

好
み
の
經
義
を
持
つ
『
春
秋
穀
梁
傳
』
を
官
学
と
す
る
の
に
力
を
尽
く
し
た

（
五
）

。

献
上
し
た
本
の
た
め
に
死
ぬ
思
い
を
し
た
黄
老
思
想
を
棄
て
、
儒
教
を
修
め
る

こ
と
で
皇
帝
権
力
の
強
化
、
そ
し
て
教
化
を
計
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
や
が

て
、
劉
向
は
子
の
劉
歆
と
共
に
宮
中
の
図
書
を
整
理
し
、
劉
歆
は
「
七
略
」
と

い
う
目
録
を
作
っ
て
、
儒
教
を
諸
子
百
家
の
頂
点
に
位
置
づ
け
て
い
く

（
六
）

。

　

宣
拱
が
崩
じ
る
と
、
元
拱
の
も
と
、
劉
向
は
宗
正
と
な
り
散
騎
常
侍
を
兼
ね

た
。
そ
の
こ
ろ
、
宮
中
で
は
宦
官
の
石
澎
と
外
戚
の
許
氏
と
史
氏
が
、
専
権
を

振
る
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
抗
し
て
、
か
つ
て
太
子
太
傅
で
あ
っ
た
旆
咒
之
と

周
堪
は
、
皇
帝
権
力
の
弱
体
化
を
防
ご
う
と
し
た
。
劉
向
は
、
二
人
に
協
力
し

て
石
澎
と
対
決
し
、
許
氏
の
横
暴
を
批
判
し
た
が
、
皇
拱
は
耳
を
貸
さ
な
か
っ

た
。
や
が
て
、旆
咒
之
は
自
殺
し
、
劉
向
は
投
獄
さ
れ
た
。
こ
れ
よ
り
十
年
余
り
、

劉
向
は
官
界
か
ら
離
れ
る
。
元
拱
崩
御
の
後
、
即
位
し
た
成
拱
に
よ
り
、
劉
向

は
再
び
任
用
さ
れ
た
。
劉
向
は
、
元
拱
の
時
と
同
様
に
政
治
を
改
善
す
べ
く
上

奏
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
儒
敎
の
教
え
に
よ
り
皇
帝
を
導
こ
う
と
し
た
。

こ
の
た
め
の
書
籍
の
一
つ
が
『
列
女
傳
』
な
の
で
あ
る
。

　

成
拱
期
最
大
の
政
治
問
題
は
、
後
嗣
の
不
在
に
あ
る
。
そ
れ
は
天
の
祭
祀
を

揺
る
が
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
丞
相
の
匡
衡
は
、
張
譚
と
共
に
、
拱
王
の
最
も
重

要
な
任
務
が
天
の
秩
序
を
受
け
る
た
め
の
郊
祀
に
あ
る
と
し
、
天
を
都
の
南
の

郊
外
に
祀
る
と
い
う
儒
敎
に
基
づ
く
郊
祀
制
度
を
実
現
す
べ
し
と
主
張
し
た
。

成
拱
は
、
こ
の
上
奏
に
基
づ
き
、
建
始
元
（
前
三
二
）
年
、
雍
五
畤
・
甘
泉
泰

畤
・
河
東
后
土
の
三
祀
を
廃
止
し
て
、
長
安
に
南
北
郊
を
設
け
た
。
と
こ
ろ
が
、

成
拱
に
後
嗣
が
得
ら
れ
ず
、
ま
た
天
変
地
異
が
続
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
長
安

の
南
北
郊
は
興
廃
を
繰
り
返
し
た

（
七
）

。

　

天
の
祭
祀
の
あ
り
方
を
揺
る
が
す
ほ
ど
の
後
嗣
の
不
在
を
も
た
ら
し
た
者
こ

そ
、
趙
飛
燕
姉
妹
で
あ
っ
た
。
と
く
に
妹
の
趙
昭
儀
は
、
成
帝
の
後
嗣
と
な
る

は
ず
だ
っ
た
二
子
の
殺
害
に
直
接
的
に
関
わ
っ
て
い
る
。
趙
飛
燕
の
立
后
の
経

緯
と
趙
飛
燕
姉
妹
が
共
に
子
を
生
ま
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
確
認
し
よ
う
。

孝
成
趙
皇
后
は
、
本 

長
安
の
宮
人
な
り
。
初
め
生
ま
れ
し
時
、
父
母 

擧

げ
ず
。
三
日 

死
せ
ざ
れ
ば
、
乃
ち
収
め
て
之
を
養
ふ
。
壯
な
る
に
唹
び
、

陽
阿
主
家
に
屬
し
、
歌
舞
を
學
び
、
號
し
て
飛
燕
と
曰
ふ
。
成
拱 

嘗
て

砲
行
し
て
出
で
、
陽
阿
主
を
過
り
て
樂
を
作
す
。
上 

飛
燕
を
見
て
之
を

存よ
ろ
こび

、
召
し
て
宮
に
入
れ
大
い
に
幸
す
。
女
弟
有
れ
ば
復
た
召
し
入
れ
、

倶
に
倢
伃
と
爲
す
。
貴
な
る
こ
と
後
宮
を
傾
く
。
許
后
の
廢
せ
ら
る
る
や
、

上 

趙
倢
伃
を
立
て
ん
と
欲
す
。
皇
太
后 

其
の
出
づ
る
館 

砲
な
る
こ
と

甚
だ
し
き
を
捫抒
ひ
、
之
を
盟
ず
。
…
…
上 

立
て
て
趙
倢
伃
の
父
た
る
臨

を
封
じ
て
成
陽
侯
と
為
す
。
後 

月
餘
に
し
て
、
乃
ち
倢
伃
を
立
て
て
皇

后
と
爲
す
。
…
…
皇
后 

旣
に
立
つ
や
、
後
に
寵 

少
し
く
衰
へ
、
而
る
に

弟い
も 

絕は
な
はだ

幸
せ
ら
れ
、
昭
儀
と
爲
る
。
…
…
姊
弟 

寵
を
顓

も
っ
ぱ

ら
に
す
る
こ
と

十
餘
年
な
る
も
、
卒
に
皆と

も

に
子
無
し

（
八
）

。

　

出
生
後
す
ぐ
に
親
に
見
放
さ
れ
た
趙
飛
燕
は
、
歌
舞
に
よ
り
成
帝
の
寵
愛
を

受
け
た
。
皇
后
と
な
り
、
自
ら
の
寵
愛
が
衰
え
た
あ
と
は
、
妹
の
趙
昭
儀
が
寵

愛
を
受
け
た
。
し
か
し
、
寵
愛
を
専
ら
に
し
な
が
ら
、
趙
飛
燕
姉
妹
に
は
子
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
、
妹
の
趙
昭
儀
は
、
曹
宮
・
許
美
人
が
生
ん

だ
、
成
帝
の
後
嗣
二
人
を
殺
害
す
る
の
で
あ
る
。
成
帝
崩
御
の
後
、
即
位
し
た

哀
帝
の
司
隷
校
尉
で
あ
る
解
光
が
、
事
情
を
知
る
掖
庭
獄
丞
の
籍
武
・
趙
昭
儀

の
御
者
の
于
客
子
・
中
黄
門
の
王
舜
ら
の
証
言
か
ら
ま
と
め
た
、
曹
宮
の
生
ん

だ
子
を
殺
害
し
た
情
況
を
説
明
す
る
調
書
か
ら
掲
げ
て
い
こ
う
。

（
籍
）
武 

卽
ち
に
書
も
て
對
へ
、
「
兒 

見
在
す
、
未
だ
死
せ
ず
」
と
。

有し
ば
ら
く
し
て

頃
、
（
于
）
客 

出
で
て
曰
く
、
「
上
と
昭
儀 

大
い
に
怒
り
、
「
奈
何
ぞ
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殺
さ
ざ
る
」
と
」
と
。
武 

叩
頭
し
て
啼さ

け

び
て
曰
く
、「
兒
を
殺
さ
ず
ん
ば
、

自
ら
死
に
當
た
る
を
知
る
。
之
を
殺
さ
ば
、
亦
た
死
す
」
と
。
卽
ち
客
に

因
り
て
封
事
を
奏
り
て
曰
く
、
「
陛
下 

未
だ
繼
嗣
有
ら
ず
。
子
に
貴
賤
無

き
を
ば
、
唯
だ
潦
に
留
め
よ
」
と
。
奏 

入
る
や
、
客 

復
た
詔
記
を
持
し

武
に
予
へ
て
曰
く
、「
今
夜 

漏
上
五
刻
、
兒
を
持
し
（
王
）
舜
に
與
へ
よ
。

東
交
掖
門
に
會あ

へ
」
と
。
武 

因
り
て
客
に
問
ふ
、
「
陛
下 

武
の
書
を
得

ら
れ
、
潦 

何
如
」
と
。
曰
く
、
「
憆
す
る
な
り
」
と
。
武 

兒
を
以
て
舜

に
付
す
。
舜 

詔
を
受
け
、
兒
を
殿
中
に
触い

れ
、
爲
に
乳
母
を
擇
び
て
吿

ぐ
、「
善
く
兒
を
養
へ
、
且
に
賞
有
る
べ
し
。
漏
泄
せ
し
む
る
こ
と
姑
か
れ
」

と
。
舜
（
張
）
棄
を
擇
び
乳
母
と
爲
す
。
時
に
兒 

生
ま
れ
て
八
九
日
な
り
。

後 

三
日
、
客 

復
た
詔
記
を
持
し
て
、
封
す
る
こ
と
前
の
如
く
な
る
を
ば

武
に
予
ふ
。
中
に
小
さ
き
緣
の
篋
を
封
す
る
有
り
。
記
し
て
曰
く
、
「
武

に
吿
ぐ
。
篋
中
の
物
書
を
以
て
獄
中
の
姑
人
に
予
へ
、
武 

自
ら
臨
み
て

之
を
飮
ま
せ
よ
」
と
。
武 

發
す
る
に
篋
中
に
裹
泪
二
枚
有
り
、
赫
蹏
に

書
し
て
曰
く
、
「
偉
能
に
吿
ぐ
。
努
力
し
て
此
の
泪
を
飮
め
。
復
た
入
る

可
か
ら
ず
。
女 

自
ら
之
を
知
れ
」
と
。
偉
能
は
卽
ち
宮
な
り
。
宮 

書
を

讀
み
已
は
り
て
曰
く
、
「
果
た
し
て
な
り
。
姉
弟 

天
下
を
擅
に
せ
ん
と
欲

す
。
我
が
兒
男
や
、
頟
上
に
壯
髪
有
り
て
、
孝
元
皇
拱
に
類に

る
。
今 

兒 

安
こ
に
在
る
や
。
危い

ま

に
も
之
を
殺
さ
ん
と
す
。
奈
何
ぞ
長
信
を
し
て
得
て

之
を
聞
か
し
む
る
に
」
と
。
宮 

泪
を
飮
み
て
死
す
。
…
…
棄 

兒
を
養
ふ

所
十
一
日
な
り
。
宮
長
の
李
南 

詔
書
を
以
て
兒
を
取
り
去
り
、
置
く
館

を
知
ら
ず

（
九
）

。

　

曹
宮
の
生
ん
だ
子
が
殺
さ
れ
た
か
否
か
は
、
「
置
く
館
を
知
ら
ず
」
と
さ
れ

る
だ
け
で
、
司
隷
校
尉
の
解
光
の
調
書
か
ら
は
、
判
断
で
き
な
い
。
成
帝
は
、

宦
官
の
王
舜
を
使
っ
て
、
子
を
宮
中
に
匿
わ
せ
る
努
力
は
し
た
。
し
か
し
、
歴

史
的
な
事
実
と
し
て
、
こ
の
子
が
史
上
に
出
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
趙
昭

儀
は
、
殺
せ
と
怒
る
だ
け
で
、
子
に
手
を
下
し
た
こ
と
は
記
さ
れ
な
い
。
た
だ

し
、
そ
の
狙
い
は
、
曹
宮
の
「
姉
弟 

天
下
を
擅
に
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
言

葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 

続
け
て
、
司
隷
校
尉
の
解
光
が
趙
昭
儀
の
御
者
の
于
客
子
・
王
偏
・
臧
兼
の

証
言
に
よ
り
調
査
し
た
、
許
美
人
が
生
ん
だ
子
の
殺
害
事
例
に
つ
い
て
掲
げ
よ

う
。

昭
儀 

成
拱
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「
常
に
我
を
紿

あ
ざ
む

き
て
中
宮
よ
り
來
た
る
と
言

ふ
。
卽
ち
中
宮
よ
り
來
た
れ
ば
、
許
美
人
の
兒 

何
こ
に
よ
り
て
中
に
生

ま
る
。
許
氏 

樮
に
當
に
復
た
立
つ
べ
き
や
」
と
。
懟う

ら

み
て
手
を
以
て
自

ら
擣た

た

き
、
頭
を
以
て
壁
・
戶
・
柱
に
撃
ち
、
牀
上
よ
り
自
ら
地
に
投
じ
、

啼
泣
し
て
食
ふ
を
肯
ぜ
ず
し
て
曰
く
、
「
今 

當
に
安
こ
に
我
を
置
か
ん
と

す
、
歸
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
」と
。
拱
曰
く
、「
今 

故
を
ば
之
に
吿
ぐ
る
に
、

反
り
て
怒
を
ば
爲
す
。
殊
に
曉さ

と

す
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
拱
も
亦
た
食

は
ず
。
昭
儀
曰
く
、
「
陛
下 

自
ら
是
な
る
を
知
ら
ば
、
食
は
ざ
る
を
爲
す

は
何
ぞ
や
。
陛
下 

常
に
自
ら
言
ふ
に
、
竚
し
て
女

な
ん
ぢ

に
負
か
ず
と
。
今 

美

人
に
子
有
り
、
樮
に
竚
に
負
け
り
、
何
を
か
謂
ふ
や
」
と
。
拱
曰
く
、「
竚

す
る
に
趙
氏
を
以
て
す
、
故
に
許
氏
を
立
て
ず
。
天
下
を
し
て
趙
氏
の
上

に
出
づ
る
者
無
か
ら
し
む
、
憂
ふ
る
こ
と
姑
か
れ
」
と
。
後
に
詔
し
て
嚴

を
し
て
綠
の
囊
書
を
持
し
許
美
人
に
予
へ
し
む
。
嚴
に
吿
げ
て
曰
く
、「
美

人 

當
に
以
て
女

な
ん
ぢ

に
予
ふ
る
も
の
有
る
べ
し
。
噎
け
來
た
り
て
、
禮
室
中

の
簾
の
南
に
置
く
べ
し
」
と
。
美
人 

葦
篋
一
合
を
以
て
生
む
館
の
兒
を

盛
り
て
、
緘
封
し
、
唹
び
綠
の
囊
に
書
を
報
じ
て
嚴
に
予
ふ
。
嚴 

篋
書

を
持
し
、
禮
室
の
簾
の
南
に
置
き
て
去
る
。
拱 

昭
儀
と
與
に
坐
し
、
客

子
を
し
て
篋
の
緘
を
解
か
し
む
。
未
だ
已
は
ら
ざ
る
に
、
拱 

客
子
・
喉
・
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致
を
し
て
皆 

出
で
し
め
、
自
ら
戶
を
閉
め
て
、
獨
り
昭
儀
と
與
に
在
り
。

須
臾
に
し
て
戶
を
開
き
、
客
子
・
喉
・
致
を
嘑
び
、
篋
及
び
綠
綈
の
方
底

を
緘
封
せ
し
め
、
推
し
て
屏
風
の
東
に
置
く
。
（
呉
）
恭 

詔
を
受
け
、
篋

方
底
を
持
し
武
に
予
ふ
る
に
、
皆 

御
史
中
丞
の
印
を
以
て
封
じ
て
曰
く
、

「
武
に
吿
ぐ
。
篋
中
に
死
兒
有
り
。
屏
處
に
埋
め
、
人
を
し
て
知
ら
し
む

る
こ
と
勿
か
れ
」
と
。
武 

獄
の
樓
垣
の
下
を
穿
ち
て
坎
と
爲
し
、
其
の

中
に
埋（

一
〇
）

む
。

 
 

許
美
人
が
子
を
生
ん
だ
際
に
は
、
趙
昭
儀
の
嫉
妬
が
活
写
さ
れ
る
。
趙
昭
儀

を
な
だ
め
き
れ
な
く
な
っ
た
成
帝
は
、
許
美
人
か
ら
子
を
取
り
上
げ
、
趙
昭
儀

と
二
人
で
こ
れ
を
殺
す
。
そ
れ
が
、
「
獄
の
樓
垣
の
下
」
に
埋
め
ら
れ
た
こ
と

ま
で
、
司
隷
校
尉
の
解
光
は
、
哀
帝
に
報
告
し
て
い
る
。
解
光
の
報
告
よ
り
さ

き
、
成
帝
が
崩
御
し
た
際
に
、
趙
昭
儀
は
自
害
し
て
い
る
。
哀
帝
は
、
残
さ
れ

た
趙
皇
太
后
（
趙
飛
燕
）
に
は
擁
立
さ
れ
た
恩
が
あ
り
、
ま
た
傅
皇
太
后
も
趙

皇
太
后
を
恩
遇
し
た
の
で
、
趙
皇
太
后
を
殺
さ
な
か
っ
た
。
や
が
て
哀
帝
が
崩

御
す
る
と
、
王
莽
は
元
太
皇
太
后
に
申
し
上
げ
、
趙
皇
太
后
を
庶
民
に
落
と
し
、

自
殺
さ
せ
る
（
『
漢
書
』
巻
九
十
七
下 

外
戚
傳
下
）
。

 
 

劉
向
は
、
成
帝
に
趙
飛
燕
姉
妹
が
寵
愛
さ
れ
、
妹
の
趙
昭
儀
が
嫉
妬
か
ら
後

嗣
を
殺
害
す
る
よ
う
な
政
治
情
況
を
背
景
と
し
て
『
列
女
傳
』
を
著
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
『
列
女
傳
』
の
中
に
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
を
批
判
す
る
話
が
収
録
さ

れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
趙
飛
燕
姉
妹
を
名
指
し
し
た
話
で
は
な
く
、
他
の

事
象
に
よ
り
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
・
四
で
検
討
す

る
こ
と
に
し
て
、
次
に
、
劉
向
の
『
列
女
傳
』
を
書
き
継
い
だ
『
続
列
女
傳
』

の
中
に
見
ら
れ
る
趙
飛
燕
姉
妹
の
話
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　

 

二
、
『
続
列
女
傳
伝
』
の
趙
飛
燕
姉
妹
像

 
 

現
行
の
劉
向
の
『
列
女
傳
』
は
、
北
宋
の
嘉
祐
年
間
（
一
〇
五
六
～
六
三
年
）

に
刊
行
さ
れ
た
、
曾
鞏
・
王
回
（
編
定
）
『
古
列
女
傳
』
九
卷
を
祖
本
と
す
る
。

そ
こ
に
は
す
で
に
、
傳
文
七
卷
と
頌
一
卷
の
ほ
か
、
続
列
女
傳
一
卷
が
付
さ
れ

て
い（

一
一
）

た
。
班
昭
の
作
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
『
續
列
女
傳
』
は
、
趙
飛
燕
姉
妹

を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

趙
飛
燕
姊
娣
な
る
者
は
、
成
陽
侯
た
る
趙
臨
の
女
、
孝
成
皇
帝
の
寵
棉
な

り
。
…
…
成
拱 

常か
つ

て
砲
行
し
、
出
で
て
河
陽
主
に
過
り
樂
を
ば
作
す
。

上 

飛
燕
を
見
て
之
を
悅
び
、
召
し
て
宮
に
入
れ
大
い
に
幸
す
。
女
弟
有
り
。

復
た
召
し
入
る
。
倶
に
婕
妤
と
爲
し
、
貴
な
る
こ
と
後
宮
を
傾
く
。
乃
ち

父
の
臨
を
封
じ
て
成
陽
侯
と
為
す
。
頃

し
ば
ら
く
し
て

有
、
飛
燕
を
立
て
皇
后
と
爲
す
。

其
の
弟い

も

を
昭
儀
と
爲
す
。
飛
燕 

后
と
爲
り
て
寵 

衰
ふ
る
も
、
昭
儀
の
寵 

比
す
る
も
の
無（

一
二
）

し
。

 
 

趙
飛
燕
の
生
い
立
ち
か
ら
皇
后
と
な
り
、
そ
の
妹
が
昭
儀
と
な
る
ま
で
の
『
續

列
女
傳
』
の
記
述
は
、
『
漢
書
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
『
續
列
女
傳
』
の
著
者

が
、
『
漢
書
』
外
戚
傳
の
趙
飛
燕
姉
妹
の
記
述
を
元
に
伝
記
を
著
し
た
こ
と
を

理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
『
續
列
女
傳
』
は
、
許
美
人
と
曹
宮
の
記
述
の
順
が

逆
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
叙
述
も
『
漢
書
』
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
。
許
美
人
の

叙
述
を
掲
げ
よ
う
。

姊
娣 

寵
を
專
ら
に
す
れ
ど
も
悉
く
子
無
し
。
嬌
媚

不
遜
た
り
て
、
後
宮

を
嫉
妒
す
。
拱 

許
美
人
を
幸
し
て
子
有
り
。
昭
儀 

之
を
聞
き
、
拱
に
謂

ひ
て
曰
く
、
「
常
に
我
を
紿

あ
ざ
む

き
て
中
宮
よ
り
來
た
り
と
す
。
今 

許
美
人
の

子 
何
こ
よ
り
生
ま
る
る
や
」
と
。
懟う

ら

み
て
手
を
以
て
自
ら
捯た

た

き
、
頭
を

以
て
柱
に
撃
ち
、
床
上
よ
り
自
ら
地
に
投
じ
、
涕
泣
し
て
食
は
ず
に
曰
く
、
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「
今 

當
に
安
こ
に
我
を
置
か
ん
と
す
、
歸
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
」
と
。
拱

曰
く
、
「
我 

故
を
ば
之
に
語つ

ぐ
る
に
、
反
り
て
怒
り
を
ば
爲
す
」
と
。
亦

た
食
は
ず
。
昭
儀
曰
く
、
「
陛
下 

自
ら
是
の
如
し
、
食
は
ざ
る
は
何
を
謂

ふ
や
。
陛
下 

常
に
言
ふ
、
竚
し
て
汝
に
負
か
ず
と
。
今 

許
美
人
に
子
有

り
。
竟
に
約
に
負
け
り
、
何
を
か
謂
ふ
や
」
と
。
拱
曰
く
、
「
竚
す
る
に

趙
氏
を
以
て
す
、
故
に
許
氏
を
立
て
ず
。
天
下
を
し
て
趙
氏
の
上
に
出
づ

る
者
無
か
ら
し
む
。
憂
ふ
る
こ
と
無
か
れ
」と
。
乃
ち
許
氏
夫
人
に
詔
し
、

生
む
館
の
兒
を
殺
さ
し
む
。
革
篋
も
て
盛
り
之
れ
を
緘
す
。
拱 

昭
儀
と

共
に
視
て
、
復
た
緘
封
す
る
に
御
史
中
丞
の
印
を
以
て
し
、
出
だ
し
て
獄

垣
の
下
に
埋（

一
三
）

む
。

 
 

こ
の
よ
う
に
、
『
續
列
女
傳
』
は
、
『
漢
書
』
に
従
っ
て
許
美
人
の
子
が
抹
殺

さ
れ
る
状
況
を
描
く
。
『
漢
書
』
は
、
司
隷
校
尉
の
調
書
を
元
に
し
て
い
る
た

め
、
子
を
殺
す
ま
で
の
経
緯
が
詳
細
で
あ
り
、
成
帝
と
趙
昭
儀
が
殺
害
し
た
こ

と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
『
續
列
女
傳
』
は
、
許
美
人
に
自
分
の
生
ん

だ
子
を
殺
さ
せ
た
と
明
記
し
、
子
が
殺
さ
れ
て
い
く
過
程
の
描
写
に
重
き
を
置

い
て
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
な
ぜ
子
が
殺
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
原
因
が
明

確
に
さ
れ
て
い
る
。
『
漢
書
』
に
は
記
さ
れ
な
い
「
嬌
媚 

不
遜
た
り
て
、
後
宮

を
嫉
妒
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
驕
慢
で
成
帝
に
媚
び
る
趙
飛
燕

姉
妹
が
、
成
帝
か
ら
寵
愛
を
受
け
る
後
宮
の
他
の
女
性
た
ち
に
嫉
妬
し
た
た
め

に
、
許
美
人
は
自
ら
の
手
で
子
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
『
續
列
女
傳
』
は

主
張
す
る
の
で
あ
る
。
『
續
列
女
傳
』
は
、
女
性
の
悪
と
し
て
「
嫉
妬
」
を
強

調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
う
し
た
特
徴
は
、
曹
宮
の
叙
述
に
も
現
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
宮
の
史
た
る
曹
宮
、
字
は
偉
能
、
御
幸
せ
ら
れ
子
を
生
む
。
拱 

復
た

昭
儀
の
言
を
用
ひ
、
①

男
女
を
問
ふ
こ
と
勿
く
之
を
殺
さ
ん
と
す
。
宮 

未

だ
殺
さ
ず
、
昭
儀 

怒
る
。
掖
庭
獄
丞
の
籍
武
、
中
乱
門
に
因
り
て
事
を

奏
し
て
曰
く
、「
陛
下 

繼
嗣
子
無
し
。
貴
賤
と
無
く
唯
だ
潦
を
留
め
よ
」と
。

拱 

聽
か
ず
。
時
に
兒 

生
ま
れ
て
八
九
日
、担
に
取
り
去
り
て
之
を
殺
す
。

②

昭
儀

偉
能
に
書
唹
び
泪
を
與
へ
自
死
せ
し
む
。
偉
能 

書
を
得
て
曰
く
、

「
果
た
し
て
姉
弟 

天
下
に
擅
に
せ
ん
と
欲
す
。
且
つ
我
が
兒 

額
上
に
壯

髮
有
り
て
、
元
拱
に
似
た
り
。
今 

兒 

安
こ
に
在
る
や
。
已
に
之
を
殺
す

か
」
と
。
乃
ち
泪
を
飮
み
て
死
す
。
③

自
後
、
御
幸
せ
ら
れ
て
子
有
る
者

は
輒
ち
死
し
、
或
い
は
泪
を
飮
み
て
死
す
。
是
れ
に
由
り
、
成
拱
を
し
て

嗣
無
か
ら
し
む
。
成
拱 

旣
に
紡
じ
、
外
挌
を
持
立
す
る
も
、
仍
り
に
繁

育
せ（

一
四
）

ず
。

 
 

曹
宮
の
子
の
殺
害
に
つ
い
て
、
『
續
列
女
傳
』
は
、
①
「
男
女
を
問
ふ
こ
と

勿
く
」
殺
そ
う
と
し
た
と
記
す
が
、
『
漢
書
』
に
こ
う
し
た
記
述
は
な
い
。
成

帝
と
趙
昭
儀
の
狂
態
を
強
調
す
る
表
現
と
な
っ
て
お
り
、
後
継
者
と
し
て
の
資

格
を
有
さ
な
い
女
児
の
出
生
で
さ
え
許
さ
な
い
趙
昭
儀
の
嫉
妬
の
激
し
さ
が
鮮

明
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
漢
書
』
で
は
、
成
帝
が
曹
宮
に
書
簡
を
与
え
、

薬
を
飲
ま
せ
る
よ
う
指
示
し
た
と
記
さ
れ
る
が
、『
續
列
女
傳
』
で
は
、
②
趙
「
昭

儀
」
が
与
え
、
「
自
死
」
さ
せ
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
る
。
曹
宮
の
死
は
、
成
帝

と
い
う
男
性
が
主
体
と
な
っ
て
の
結
果
で
は
な
く
、
趙
昭
儀
と
い
う
女
性
の
嫉

妬
が
、
成
帝
の
子
を
孕
ん
だ
曹
宮
に
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
以
降
、
③
「
御
幸
せ
ら
れ
て
子
有
る
者
は
輒
ち
死
し
、
或

い
は
泪
を
飮
み
て
死
す
」
と
い
う
記
述
が
加
え
ら
れ
、
趙
昭
儀
に
よ
り
成
帝
の

後
嗣
が
完
全
に
断
た
れ
た
こ
と
も
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

君
子
謂
ふ
、
「
趙
昭
儀
の
凶
嬖
は
、
褒
姒
と
行
を
同
じ
く
し
、
成
拱
の
惑

亂
は
、
周
の
幽
王
と
風
を
同
じ
く
す
」
と
。
詩
に
云
ふ
、「
池
の
竭
く
る
は
、

濱
よ
り
す
と
云
は
ざ
る
や
。
泉
の
竭
く
る
は
、
中
よ
り
す
と
云
は
ざ
る
や
」
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と
。
成
拱
の
時
、
舅
氏 

外
を
擅
に
し
、
趙
氏 

触
を
專
ら
に
す
。
其
の
自

ら
竭
き
極
ま
る
は
、
帚
し
亦
た
池
泉
の
勢
な（

一
五
）

り
。

　

『
續
列
女
傳
』
の
著
者
は
、
「
君
子
謂
ふ
」
と
『
詩
經
』
大
雅 

召
旻
を
引
用

し
た
の
ち
、
成
拱
の
と
き
に
外
戚
の
王
氏
が
専
横
し
た
こ
と
と
共
に
、
趙
飛
燕

姉
妹
が
内
で
専
権
を
振
る
っ
た
こ
と
が
、
漢
滅
亡
の
原
因
で
あ
る
と
総
括
す
る
。

　

『
續
列
女
傳
』
の
著
者
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
の
物
語
を
通
じ
て
、
国
君
の
皇
后

と
そ
の
妹
が
、
自
分
の
子
を
生
め
な
い
が
た
め
に
嫉
妬
心
を
起
こ
し
、
他
の
女

性
や
そ
の
生
ん
だ
子
を
死
に
至
ら
せ
る
こ
と
は
、
国
家
そ
の
も
の
の
衰
亡
を
招

く
と
主
張
し
て
い
る
。
『
續
列
女
傳
』
の
著
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
、
不
可
能

で
あ
る
が
、
よ
く
『
列
女
傳
』
を
読
み
、
そ
の
形
態
だ
け
で
は
な
く
、
主
張
を

も
継
承
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
成
帝
の
も
と
、
趙
飛
燕
姉
妹
の

専
横
を
実
見
し
て
い
た
劉
向
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
こ
そ
が
禍
の
根
源
で
あ
る
と
す

る
自
ら
の
主
張
を
ど
の
よ
う
に
『
列
女
傳
』
に
反
映
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　

三
、
母
の
鑑

 
 

劉
向
が
『
列
女
傳
』
を
執
筆
し
た
背
景
に
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
が
、
自
分
た
ち

は
子
を
生
ま
な
い
こ
と
に
加
え
て
、
嫉
妬
に
よ
り
他
の
女
性
の
生
ん
だ
子
を
殺

さ
せ
た
結
果
、
後
嗣
が
不
在
と
な
る
と
い
う
政
治
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
重
大

さ
は
、
儒
教
の
経
義
で
最
も
重
要
な
天
の
祭
祀
が
、
儒
教
経
義
に
沿
っ
た
南
北

郊
と
し
て
実
現
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
劉
向
は
、
こ
の
問
題
を

解
決
す
る
た
め
に
、
『
列
女
傳
』
に
ど
の
よ
う
な
女
性
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、

成
帝
を
諫
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
 

劉
向
の
『
列
女
傳
』
は
、
理
想
の
母
た
ち
の
伝
記
で
あ
る
巻
一 

母
儀
傳
か

ら
始
ま
る
。
そ
こ
に
は
劉
向
の
理
想
と
し
た
母
親
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
公
金
を
横
領
し
た
息
子
を
公
衆
の
面
前
で
叱
っ
た
「
齊
の
田
稷
の
母
」

の
話
、
先
妻
の
子
供
の
た
め
に
命
が
け
で
奔
走
し
た
慈
愛
深
い
継
母
「
魏
の
芒

慈
母
」
の
話
な
ど
、
優
し
い
姑
、
賢
い
妻
、
厳
し
い
母
た
ち
が
礼
の
教
え
に
よ
っ

て
子
供
を
立
派
に
育
て
た
話
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。

 
 

な
か
で
も
、
周
王
室
の
基
本
を
定
め
た
「
嶼
室
三
母
」
は
、
周
の
建
国
に
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
三
人
の
女
性
の
話
で
、
劉
向
の
成
帝
へ
の
諫
言
の
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

三
母
な
る
者
は
、
太
姜
・
太
任
・
太
姒
な
り
。
太
姜
な
る
者
は
、
王
季
の

母
に
し
て
、
有
台
氏
の
女
な
り
。
太
王 

娶
り
て
以
て
妃
と
爲
す
。
太
伯
・

仲
雍
・
王
季
を
生
む
。
貞
順
に
し
て
率
導
し
、
過
失
有
る
靡
し
。
太
王 

事
を
謀
る
に
も
遷
徒
す
る
に
も
、
必
ず
太
姜
と
與
に
す
。
君
子
謂
ふ
、
太

姜 

德
敎
を
廣
む
と
。
…
…
太
任 

爲
に
能
く
胎
敎
す
と
。
古い

に
し
へ者 

姑
人 

子

を
姙は

ら

め
ば
、
喪
ぬ
る
に
側
せ
ず
、
坐
す
る
に
邊
せ
ず
、
立
ち
て
蹕
せ
ず
、

邪
味
を
食
せ
ず
。
割
り
て
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
食
せ
ず
、
席 

正
し
か
ら
ざ

れ
ば
坐
せ
ず
、
目
に
邪
色
を
視
ず
、
耳
に
淫
聲
を
聽
か
ず
。
夜
は
則
ち
令

瞽
を
し
て
詩
を
誦
し
正
事
を
道い

は
し
む
。
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
生
れ
し
子

の
形
容 

端
正
に
し
て
、
才
德 

必
ず
人
に
過
ぐ
。
故
に
子
を
姙
め
る
の
時
、

必
ず
感
ず
る
館
を
愼
む
。
…
…
太
姒
を
號
し
て
文
母
と
曰
ふ
。
文
王
は
外

を
治
め
、
文
母
は
触
を
治
む
。
…
…
太
姒 

十
男
を
生
む
。
長
は
伯
邑
考
、

筱
は
武
王
發
、
筱
は
嶼
公
旦
、
筱
は
管
叔
鮮
、
筱
は
慘
叔
度
、
筱
は
曹
叔

振
鐸
、
筱
は
霍
叔
武
、
筱
は
成
叔
處
、
筱
は
康
叔
封
、
筱
は
聃
季
載
な
り
。

太
姒 

十
子
を
敎
誨
す
る
に
、
少
よ
り
長
に
及
ぶ
ま
で
、
未
だ
嘗
て
邪
辟

の
事
を
見
せ
し
め
ず
。
其
の
長
ず
る
に
唹
び
、
文
王 

繼
ぎ
て
之
に
敎
ふ
。

卒
に
武
王
・
周
公
の
德
を
成（

一
六
）

す
。

　

「
嶼
室
三
母
」
の
女
性
の
事
績
の
中
で
、
現
在
最
も
有
名
な
も
の
は
、
太
任

日本儒教学会報 六
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が
行
っ
た
胎
教
で
あ
る
。
母
が
妊
娠
中
に
自
ら
の
行
い
を
正
す
こ
と
で
、
生
ま

れ
る
子
に
良
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う
思
想
は
、
『
列
女
傳
』
を
起
源
の
一
つ

と
す
る
。
た
だ
し
、
劉
向
の
置
か
れ
た
政
治
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
最

も
重
要
な
も
の
は
、
太
姒
が
十
人
も
の
子
を
生
み
、
育
て
た
こ
と
に
あ
る
。

　

『
詩
經
』
大
雅 
思
斉
は
、
次
の
よ
う
に
「
嶼
室
三
母
」
を
称
え
て
い
る
。

　
　

思
斉
大
任　
　

文
王
之
母　

思こ
こ

に
斉
た
る
大
任
は　

文
王
の
母 

 
 
 

　
　

思
媚
周
姜　
　

京
室
之
婦　

思こ
こ

に
媚
た
る
周
姜
は　

京
室
の
婦

　
　

大
姒
嗣
徽
音　

則
百
斯
男　

大
姒　

徽
音
を
嗣
ぎ　

則
ち
百
斯
の
男
あ
り

　

こ
こ
で
は
、
文
王
の
母
で
あ
る
大
任
（
太
任
）
が
「
斉
」
（
慎
み
深
さ
）
、
古

公
亶
父
の
妃
で
あ
る
太
姜
が
「
媚
」
（
慈
し
み
深
さ
）
を
称
え
ら
れ
る
こ
と
に

対
し
て
、
大
姒
は
「
百
斯
の
男
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
称
え
ら
れ
て
い
る
。
「
百

斯
の
男
」
に
つ
い
て
、
毛
傳
は
、
「
大
姒
は
十
子
、
衆
妾
あ
れ
ば
則
ち
宜
し
く

百
子
な
る
べ
き
な
り
（
大
姒
十
子
、
衆
妾
則
宜
百
子
也
）
」
と
解
釈
を
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
『
毛
詩
正
義
』
は
、
「
大
姒 

一
人
を
以
て
十
子
有
り
。
妒
忌
せ

ず
し
て
衆
妾
を
進
む
れ
ば
、
則
ち
宜
し
く
百
子
有
る
べ
し
（
以
大
姒
一
人
有
十

子
。
不
妒
忌
而
進
衆
妾
、
則
宜
有
百
子
）
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
句
を
大た

い
じ姒

の

子
の
多
さ
と
、
嫉
妬
を
せ
ず
に
妾
を
勧
め
る
こ
と
を
称
え
た
も
の
で
あ
る
、
と

解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　

劉
向
は
、
「
嶼
室
三
母
」
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

君
子
謂
ふ
、
「
太
姒
は
仁
明
に
し
て
德
有
り
」
と
。
詩
曰
く
、
「
大
邦
に

子む
す
め

有
り
、
天
の
妹
に
俔た

と

ふ
。
文 

厥そ

の
祥
を
定
め
、
渭
に
燻
迎
す
。
舟
を

造な
ら

べ
て
梁
と
爲
す
、
澎
な
ら
ざ
ら
ん
や
其
の
光
」
と
。
又 

曰
く
、
「
太
姒 

徽
音
を
嗣
ぎ
、
則
ち
百
斯
の
男
あ
り
と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
」（

一
七
）

と
。

　

劉
向
は
、
『
列
女
傳
』
の
「
嶼
室
三
母
」
に
お
い
て
、
『
詩
經
』
大
雅 

思
斉

で
褒
め
ら
れ
て
い
る
三
人
の
母
の
う
ち
、
「
太
姒 

徽
音
を
嗣
ぎ
、
則
ち
百
斯
の

男
あ
り
」
だ
け
を
引
用
し
て
、「
嶼
室
三
母
」
の
総
括
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

劉
向
は
、
三
人
の
母
の
中
で
、
太
姒
が
多
く
の
子
を
生
み
、
妾
に
嫉
妬
を
せ
ず

に
、
さ
ら
に
多
く
の
子
を
生
ま
せ
ら
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
最
も
高
く
評

価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

劉
向
は
、
母
と
し
て
慎
み
深
い
こ
と
よ
り
も
、
慈
し
み
深
い
こ
と
よ
り
も
、

多
く
の
子
を
生
み
、
さ
ら
に
男
性
の
愛
を
独
占
せ
ず
に
妾
に
も
子
を
生
ま
せ
る

よ
う
な
女
性
の
太
姒
が
、
周
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
を
高
く
評
価
す
る
。
そ
こ

に
は
、
劉
向
が
『
列
女
傳
』
を
執
筆
す
る
目
的
で
あ
っ
た
成
帝
の
後
宮
問
題
が

あ
る
。
成
帝
が
寵
愛
し
て
い
た
趙
飛
燕
姉
妹
は
、
太
姒
と
は
正
反
対
に
、
子
を

生
ま
ず
、
成
帝
の
愛
を
独
占
し
、
他
の
女
性
が
生
ん
だ
成
帝
の
子
を
殺
さ
せ
て
、

後
嗣
を
絶
え
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
前
漢
が
王
莽
に
滅
ぼ
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
に

な
っ
た
。
悪
い
女
性
は
、
国
を
も
滅
ぼ
す
の
で
あ
る
。
劉
向
は
、
成
帝
を
惑
わ

せ
た
趙
飛
燕
姉
妹
の
行
為
を
『
列
女
傳
』
巻
一 

母
儀
傳
の
「
嶼
室
三
母
」
の

太
姒
を
鑑
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
で
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
共
に
、

悪
い
女
性
が
、
国
を
滅
ぼ
す
事
例
を
挙
げ
て
、
さ
ら
な
る
趙
飛
燕
姉
妹
へ
の
批

判
を
続
け
て
い
く
。

　
　
　
　

四
、
傾
国
の
戒
め

　

『
列
女
傳
』
巻
七
「
孽げ

つ
へ
い嬖

傳
」
は
、
国
を
滅
亡
に
導
い
た
悪
女
を
収
録
す
る
。

劉
向
は
、
手
本
と
す
べ
き
女
性
の
話
だ
け
で
は
な
く
、
女
性
が
国
を
滅
ぼ
す
恐

ろ
し
さ
も
『
列
女
傳
』
に
記
し
て
い
る
。
劉
向
は
、
趙
飛
燕
・
趙
昭
儀
を
み
て
、

漢
の
滅
亡
を
あ
る
程
度
、
予
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
「
孽
嬖
傳
」

よ
り
衛え

い

の
国
が
混
乱
し
た
原
因
を
語
る
「
衛
宣
公
姜
」
を
掲
げ
よ
う
。

宣
姜
な
る
者
は
、
齊
侯
の
女
、
衞
の
宣
公
の
夫
人
な
り
。
初
め
宣
公
の
夫
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人
た
る
夷
姜 

伋
子
を
生
み
、
以
て
太
子
と
爲
す
。
又 

齊
よ
り
娶
り
、
宣

姜
と
曰
ひ
、
壽
唹と

朔
を
生
む
。
夷
姜 

旣
に
死
し
、
宣
姜 

壽
を
立
て
ん
と

欲
す
。
乃
ち
壽
の
弟
た
る
朔
と
與
に
謀
り
伋
子
を
構
ふ
。
公 

伋
子
を
し

て
齊
に
之ゆ

か
し
む
る
に
、
宣
姜 

乃
ち
陰
か
に
力
士
を
し
て
之
を
界
上
に

待
ち
て
之
を
殺
さ
し
め
ん
と（

一
八
）

す
。

 
 

衛
の
宣
公
が
娶
っ
た
後
妻
の
宣
姜
は
、
先
妻
で
あ
る
夷
姜
の
生
ん
だ
太
子
の

伋
子
で
は
な
く
、
実
子
の
壽
を
立
て
よ
う
と
す
る
。
壽
の
弟
で
あ
る
朔
と
共
に

宣
姜
が
立
て
た
殺
害
計
画
は
、
意
外
な
結
末
を
招
く
。

（
宣
姜
）
曰
く
、「
四
馬
・
白
旄
の
至
る
者
有
ら
ば
、
必
ず
穀

ま
ち
ぶ
せて

之
を
殺
せ
」
と
。

壽 

之
を
聞
き
て
、
以
て
太
子
に
吿
げ
て
曰
く
、
「
太
子 

其
れ
之
を
避
け

よ
」
と
。
伋
子
曰
く
、
「
不
可
な
り
。
夫
れ
父
の
命
を
棄
つ
れ
ば
、
則
ち

惡い
づ
くん

ぞ
子
た
る
を
用
ひ
ん
や
」
と
。
壽 
太
子
の
必
ず
行
く
を
度(

は
か)

り
、
乃
ち
太
子
と
與
に
飮
み
、
之
が
旄
を
奪
ひ
て
行
く
。
盜 

之
を
殺
す
。

伋
子 

醒
め
て
、
旄
を
求
む
れ
ど
も
得
ず
、
遽
か
に
往
き
て
之
を
追
ふ
も
、

壽 

已
に
死
せ
り
。
伋
子 

壽
の
己
が
爲
に
死
す
る
を
痛
み
、
乃
ち
盜
に

謂
ひ
て
曰
く
、
「
殺
さ
ん
と
欲
す
る
館
の
者
は
乃
ち
我
な
り
。
此
れ
何
の

罪
か
あ
ら
ん
、
樽
ふ
ら
く
は
我
を
殺
せ
」
と
。
盜 

又 

之
を
殺
す
。
二
子 

旣
に
死
し
、
朔 

蒹
に
立
ち
て
太
子
と
為（

一
九
）

る
。

　

宣
姜
の
伋
子
殺
害
計
画
を
知
っ
た
寿
は
、
そ
れ
を
伋
子
に
知
ら
せ
た
が
、
伋

子
は
「
父
の
命
に
は
背
け
な
い
」
と
逃
げ
よ
う
と
は
し
な
い
。
そ
こ
で
寿
は
、

伋
子
の
目
印
で
あ
る
旗
を
持
っ
て
賊
に
襲
わ
れ
、
伋
子
の
身
代
わ
り
と
な
っ
て

殺
さ
れ
た
。
伋
子
は
悲
し
み
、
賊
に
自
分
が
本
物
で
あ
る
と
述
べ
て
殺
さ
れ
た
。

こ
の
結
果
、
生
き
残
っ
た
朔
が
太
子
と
な
っ
た
。
渡
邉
義
浩
に
よ
れ（

二
〇
）

ば
、『
詩
經
』

に
伝
え
ら
れ
る
宣
姜
は
、
伋
子
に
嫁
い
だ
に
も
拘
ら
ず
、
父
の
宣
公
に
横
取
り

さ
れ
た
と
い
う
不
幸
な
女
性
で
あ
る
。
ま
た
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
で
は
、
あ
く

ま
で
宣
姜
の
意
を
承
け
た
宣
公
が
殺
害
を
命
じ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
衞
宣
公

姜
」
で
は
、
宣
姜
を
殺
害
の
主
体
と
し
て
、
衞
の
混
乱
を
「
衞
宣
公
姜
」
が
「
孽

嬖
」
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
と
い
う
。
そ
う
し
た
劉
向
の
主
張
は
、
次
の

よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。

宣
公 

薨
じ
、
朔 

立
つ
、
是
れ
惠
公
爲た

り
、
樮つ

い絏
に
後
無
し
。
亂
は
五
世

に
唹
び
、
戴
公
に
至
り
て
後

寧
や
す
ら
かな

り
。
詩
に
云
ふ
、「
乃
ち
之
の
如
き
人
、

德
薑 

良
無
し
」
と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
。
頌
に
曰
く
、
「
衞
の
宣
姜
、

太
子
を
危
ふ
く
せ
ん
と
謀
る
。
子
の
壽
を
立
て
ん
と
欲
し
、
陰
か
に
力
士

を
設
く
。
壽 

乃
ち
倶
に
死
し
、
衞 

果
た
し
て
危
殆
せ
り
。
五
世 

寧
な

ら
ず
、
亂 

姜
に
由
り
て
祓
こ
る
」（

二
一
）

と
。

　

こ
の
よ
う
に
、
劉
向
は
、
宣
姜
が
自
分
の
生
ん
だ
子
を
太
子
に
立
て
よ
う
と

し
た
欲
望
が
、
先
妻
の
子
だ
け
で
は
な
く
実
子
ま
で
も
死
に
追
い
や
る
と
主
張

し
た
。
こ
れ
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
が
、
他
人
の
生
ん
だ
子
を
殺
さ
せ
た
行
為
に
近

似
す
る
。
趙
飛
燕
姉
妹
の
あ
り
方
を
批
判
的
に
み
て
い
た
劉
向
に
は
、
衛
の
悪

女
を
鑑
と
し
て
漢
の
世
を
正
し
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
宣
姜
の

行
為
の
結
果
、
幸
運
に
も
即
位
し
た
朔
（
恵
公
）
は
、
結
局
後
嗣
に
恵
ま
れ
ず
、

衛
の
混
乱
は
五
代
に
も
亘
っ
て
続
い
て
い
く
。

　

劉
向
は
、
前
漢
も
衛
と
同
じ
よ
う
に
、
継
嗣
問
題
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
が
続
き
、

滅
び
る
こ
と
を
予
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
未
来
を
防
ぐ
た
め
、
『
列

女
傳
』
に
悪
女
の
事
例
を
掲
げ
て
、
成
帝
に
注
意
を
促
し
た
。
「
孽
嬖
傳
」
に
は
、

趙
飛
燕
姉
妹
と
同
じ
く
、
姉
妹
で
寵
愛
を
受
け
た
女
性
の
事
例
と
し
て
、
「
魯

莊
哀
姜
」
の
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

哀
姜
な
る
者
は
、
齊
侯
の
女
、
（
魯
の
）

莊
公
の
夫
人
な
り
。
初
め
哀
姜 

未
だ
入
ら
ざ
る
時
、
公 

數
〻
齊
に
如ゆ

き
、
哀
姜
と
與
に
淫
す
。
旣
に
入

る
や
、
其
の
弟い

も

た
る
叔
姜
と
與
に
倶
に
す
。
公 

大
夫
の
宗
姑
を
し
て
幣
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を
用も

っ

て
見
え
し
む
。
大
夫
の
夏
甫
不
忌
曰
く
、「
姑
の
贄
は
棗
栗
を
過
ぎ
ず
、

以
て
禮
を
致
す
な
り
。
男
の
贄
は
玉
帛
・
禽
鳥
を
過
ぎ
ず
、
以
て
物
を
瀛

ら
か
に
す
る
な
り
。
今 

姑
の
贄
に
幣
を
用
ふ
る
は
、
是
れ
男
女
の
別
無

き
な
り
。
男
女
の
別
は
、
國
の
大
節
な
り
。
乃
ち
不
可
な
る
こ
と
無
か
ら

ん
や
」と
。
公 
聽
か
ず
。
又 

其
の
父
た
る
桓
公
の
廟
宮
の
楹
に
賦に

ぬ
り
、

其
の
桷
を
刻
み
て
、
以
て
哀
姜
に
夸ほ

こ

る
（
二
二
）。

　

齊
の
公
女
で
あ
る
哀
姜
は
、
魯
の
莊
公
に
嫁
ぐ
前
か
ら
、
莊
公
と
は
私
通
の

関
係
に
あ
っ
た
。
哀
姜
が
輿
入
れ
し
て
か
ら
は
、
莊
公
は
、
哀
姜
の
媵
と
し
て

随
行
し
て
き
た
妹
の
叔
姜
と
関
係
を
結
ぶ
。
趙
飛
燕
を
寵
愛
し
て
い
た
成
拱

が
、や
が
て
飛
燕
の
妹
で
あ
る
趙
昭
儀
に
寵
愛
を
移
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

莊
公
に
は
、
黨
氏
の
娘
で
あ
る
孟
任
が
生
ん
だ
子
般
（
『
春
秋
左
氏
傳
』
莊
公

三
十
二
年
秋
）
と
、
叔
姜
の
生
ん
だ
開
が
い
た
（
『
史
記
』
巻
三
十
三 

魯
嶼
公

世
家
）
。
子
を
生
ん
で
い
な
い
哀
姜
は
「
驕
淫
」
で
、
莊
公
の
弟
で
あ
る
公
子

の
慶
父
・
公
子
の
牙
と
私
通
す
る
。

哀
姜 

驕
淫
に
し
て
、
二
叔
た
る
公
子
の
慶
父
・
公
子
の
牙
に
通
ず
。
哀

姜 

慶
父
を
立
て
ん
と
欲
す
。
公 

薨
ず
る
や
、
子
般 

立
つ
。
慶
父 

哀
姜

と
與
に
謀
り
、
担
に
子
般
を
黨
氏
に
殺
し
、
叔
姜
の
子
を
立
つ
、
是
れ
閔

公
爲
り
。
閔
公 

旣
に
立
つ
や
、
慶
父 

哀
姜
と
與
に
淫
す
る
こ
と
烟
〻
甚

だ
し
。
又 

①

慶
父
と
與
に
謀
り
、
閔
公
を
殺
し
て
慶
父
を
立
て
ん
と
す
。

担
て
卜
齮
を
し
て
襲
ひ
て
閔
公
を
武
闈
に
弑
さ
し
む
。
將
に
自
ら
立
た
ん

と
す
る
も
、
魯
人 

之
を
謀
る
。
慶
父 

恐
れ
、
莒
に
奔
り
、
哀
姜
は
邾
に

奔
る
。
②

齊
の
桓
公

僖
公
を
立
て
、
哀
姜
の
慶
父
と
通
じ
て
以
て
魯
を
危

ふ
く
す
る
を
聞
き
、
乃
ち
哀
姜
を
召
し
、
酖
し
て
之
を
殺
す
。
魯 

担
て

慶
父
を
殺
す
。
詩
に
云
ふ
、「
啜
と
し
て
其
れ
泣
く
も
、
何
ぞ
嗟あ

あ

唹
ば
ん
や
」

と
は
、
此
れ
之
の
謂
な
り
。
頌
に
曰
く
、
「
哀
姜 

邪
を
好
み
、
魯
莊
に
淫

す
。
延
い
て
二
叔
に
唹
び
、
驕
妒
縦
熹
た
り
。
慶
父
に
是
れ
依
り
、
國
の

適 

以
て
亡
ぶ
。
齊
桓 

征
伐
し
、
哀
姜
を
酖
殺
す
」（

二
三
）

と
。

　

注
（
二
〇
）
所
掲
渡
邉
論
文
に
よ
れ
ば
、
『
春
秋
左
氏
傳
』
も
『
史
記
』
魯

嶼
公
世
家
も
、
哀
姜
の
姦
通
に
は
触
れ
て
お
ら
ず
、「
公
子
の
慶
父
・
公
子
の
牙
・

公
子
の
友
、
皆 

莊
公
の
母
弟
な
り
。
公
子
の
慶
父
・
公
子
の
牙
、
夫
人
に
通

じ
て
、
以
て
公
を
脅
す
」
と
記
す
『
春
秋
公
羊
傳
』
莊
公
九
年
が
、「
魯
莊
哀
姜
」

の
中
心
的
な
典
拠
で
あ
る
と
い
う
。

　

『
列
女
傳
』
は
、
『
春
秋
公
羊
傳
』
に
は
記
さ
れ
な
い
①
慶
父
と
哀
姜
が
共
謀

に
よ
り
閔
公
を
擁
立
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
哀
姜
の
「
孽
嬖
」
な

る
様
は
明
確
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
②
齊
の
桓
公
が
僖
公
を
立
て
る
と
共
に
、

哀
姜
を
酖
殺
し
た
こ
と
も
伝
え
る
の
で
あ
る
。

　

哀
姜
が
「
孽
嬖
」
と
な
っ
た
契
機
は
、
荘
公
が
そ
の
寵
愛
を
哀
姜
の
媵
で
あ

る
妹
の
叔
姜
に
移
し
た
こ
と
、
そ
し
て
自
身
に
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
趙
飛
燕
を
寵
愛
し
て
い
た
成
帝
が
、
や
が
て

飛
燕
の
妹
で
あ
る
趙
昭
儀
に
寵
愛
を
移
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
（
注
（
二
〇
）

所
掲
渡
邉
論
文
）
。
劉
向
は
、
趙
姉
妹
の
寵
愛
へ
の
執
着
と
後
嗣
問
題
に
対
す

る
嫉
妬
心
が
、
国
を
滅
亡
へ
向
か
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
事
と
、
哀
姜
と
そ
の
妹
の

存
在
が
、
魯
を
混
乱
に
陥
ら
せ
た
と
い
う
二
つ
の
事
象
を
結
び
つ
け
て
理
解
し

た
に
違
い
な
い
。
劉
向
は
『
列
女
傳
』
を
綴
る
中
で
、
漢
の
滅
亡
を
予
想
し
、

国
家
衰
退
へ
の
危
機
感
を
さ
ら
に
強
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　

お
わ
り
に

　

劉
向
は
、
成
帝
に
趙
飛
燕
姉
妹
が
寵
愛
さ
れ
、
妹
の
趙
昭
儀
が
嫉
妬
か
ら
後

嗣
を
殺
害
す
る
よ
う
な
政
治
情
況
を
背
景
と
し
て
『
列
女
傳
』
を
著
し
た
。
し

 劉向『列女伝』と趙飛燕姉妹批判
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た
が
っ
て
、
『
列
女
傳
』
の
中
に
は
、
趙
飛
燕
姉
妹
を
批
判
す
る
話
が
収
録
さ

れ
る
。
著
者
を
特
定
で
き
な
い
『
續
列
女
傳
』
に
は
、
『
漢
書
』
を
種
本
と
し

た
趙
飛
燕
姉
妹
の
話
が
記
さ
れ
、
国
君
の
皇
后
と
そ
の
妹
が
、
成
帝
の
寵
愛
を

受
け
な
が
ら
も
子
を
生
め
な
い
が
た
め
に
、
嫉
妬
心
を
起
こ
し
、
後
宮
の
他
の

女
性
や
、
そ
の
女
性
が
生
ん
だ
子
を
死
に
至
ら
せ
る
こ
と
は
、
国
家
そ
の
も
の

の
衰
亡
を
招
く
と
主
張
し
て
い
る
。

　

劉
向
は
、
『
列
女
傳
』
巻
一 

母
儀
傳
の
「
嶼
室
三
母
」
に
お
い
て
、
胎
教
で

有
名
な
太
任
を
総
括
の
部
分
で
は
掲
げ
て
い
な
い
。
太
姒
が
多
く
の
子
を
生
ん

だ
こ
と
、
そ
し
て
、
妾
を
納
れ
る
こ
と
に
嫉
妬
せ
ず
、
さ
ら
に
多
く
の
子
を
得

る
こ
と
の
で
き
る
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
を
最
も
高
く
評
価
し
て
い
る
。こ
れ
は
、

『
詩
經
』
大
雅 

思
斉
が
、
三
人
の
母
を
並
立
で
褒
め
る
こ
と
と
鮮
や
か
な
対
比

を
な
す
。
劉
向
は
、
多
く
の
子
を
生
み
、
さ
ら
に
男
性
の
愛
を
独
占
せ
ず
に
妾

に
も
子
を
生
ま
せ
る
よ
う
な
女
性
の
太
姒
が
、
周
の
基
礎
を
築
い
た
こ
と
を
高

く
評
価
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
成
帝
が
寵
愛
し
て
い
た
趙
飛
燕
姉
妹
が
、
太
姒

と
は
正
反
対
に
、
成
帝
の
愛
を
独
占
し
な
が
ら
も
、
子
を
生
む
こ
と
は
な
く
、

他
の
女
性
が
生
ん
だ
成
帝
の
子
を
殺
さ
せ
て
、
後
嗣
を
絶
え
さ
せ
た
こ
と
を
批

判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
列
女
傳
』
巻
七 

孽
嬖
伝
で
は
、「
衛
宣
公
姜
」

に
お
い
て
、
宣
姜
が
自
分
の
子
を
立
て
よ
う
と
し
た
欲
望
が
、
先
妻
の
子
だ
け

で
は
な
く
、
実
子
ま
で
も
死
に
追
い
や
っ
た
と
主
張
し
、
趙
飛
燕
姉
妹
が
、
他

の
女
性
の
生
ん
だ
成
帝
の
子
を
殺
さ
せ
た
こ
と
を
批
判
し
た
。
そ
し
て
、
趙
飛

燕
姉
妹
と
妹
に
寵
愛
が
移
る
と
い
う
点
で
共
通
す
る
「
魯
莊
哀
姜
」
に
お
い
て

は
、
哀
姜
と
そ
の
妹
に
よ
る
魯
の
混
乱
を
趙
飛
燕
姉
妹
に
よ
る
漢
の
混
乱
に
結

び
つ
け
て
批
判
し
た
。 

　

劉
向
は
、
女
性
の
歴
史
を
繙
き
鑑
と
し
て
現
実
を
写
し
出
す
こ
と
で
、
成
帝

に
よ
る
後
嗣
断
絶
の
危
機
、
さ
ら
に
は
、
漢
と
い
う
国
家
が
滅
亡
へ
と
向
か
う

こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
『
列
女
傳
』
を
著
し
た
の
で
あ
る
。

　注

（
一
）　

『
列
女
傳
』
の
研
究
に
は
、
陳
麗
平
『
劉
向
《
列
女
伝
》
研
究
』（
中
国
社
会
科
学

出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
）
、
鄭
先
彬
『
劉
向
《
列
女
伝
頌
図
》
研
究
』（
鳳
凰
出
版
社
、

二
〇
一
三
年
）
、
劉
潔
『
《
列
女
伝
》
的
史
源
学
考
察
―
―
論
《
列
女
伝
》
所
反
映
的
先

秦
至
秦
漢
婦
女
観
念
的
変
遷
―
―
』
（
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
ほ
か
、
西

川
陽
子
「
劉
向
『
列
女
伝
』
に
お
け
る
外
戚
観
」（
『
学
大
国
文
』
三
〇
、
一
九
八
七
年
）
、

筧
久
美
子
「
「
列
女
伝
」
の
中
の
女
性
像
」（
『
歴
史
評
論
』
四
七
九
、
一
九
九
〇
年
）
、

宮
本
勝
「
断
章
取
義
に
つ
い
て
―
―
『
列
女
伝
』
息
君
夫
人
の
例
―
―
」
（
『
語
学

文
学
』
四
〇
、
二
〇
〇
二
年
）
、
末
岡
実
「
中
国
古
代
女
性
の
生
き
る
知
恵
―
―
劉

向
『
列
女
伝
』
の
世
界
・
そ
の
一
―
―
」
（
『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』

三
八
、
二
〇
〇
三
年
）・「
中
国
古
代
に
お
け
る
母
親
像
の
諸
相
―
―
劉
向
『
列
女
伝
』

の
世
界
・
そ
の
二
―
―
」
（
『
玉
藻
』
四
二
、
二
〇
〇
七
年
）
、
牧
角
悦
子
「
中
国
的

「
愛
」
の
か
た
ち
―
―
劉
向
『
列
女
伝
』
に
見
る
女
性
観
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」
（
『
生

活
文
化
研
究
所
年
報
』
一
七
、
二
〇
〇
四
年
）
、
白
高
娃
「
劉
向
の
災
異
思
想
と
『
列

女
伝
』
」
（
『
後
漢
経
学
研
究
会
論
集
』
三
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
二
）　

中
国
近
世
に
お
け
る
『
列
女
傳
』
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
仙
石
知
子
「
『
列
女
傳
演

義
』
に
お
け
る
貞
順
に
つ
い
て
」（
『
中
国
女
性
史
研
究
』
二
八
、
二
〇
一
九
年
）
、「
『
列

女
傳
演
義
』
に
お
け
る
節
義
に
つ
い
て
」（
『
日
本
中
国
学
会
報
』
七
三
、
二
〇
二
一
年
）

を
参
照
。
な
お
、「
女
四
書
」
は
、
淸
初
に
王
相
が
編
修
し
た
『
女
誡
』『
女
論
語
』『
触

訓
』『
女
範
捷
綠
』
の
四
種
を
い
う
。
こ
れ
ら
が
代
表
的
な
女
訓
書
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

山
崎
純
一
『
教
育
か
ら
み
た
中
国
女
性
史
資
料
の
研
究
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
六
年
）

を
参
照
。

（
三
）　

（
劉
）
向
睹
俗
彌
奢
淫
、
而
趙
・
衞
之
屬
祓
瞋
賤
踰
禮
制
。
向
以
為
、
王
敎
由
触
唹
外
、

自
近
者
始
。
故
砦
取
詩
・
書
館
載
賢
妃
・
貞
姑
、
興
國
・
澎
家
可
法
則
、
唹
孽
嬖
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亂
亡
者
。
序
次
爲
列
女
傳
、
凡
八
篇
、
以
戒
天
子
。
唹
采
傳
記
・
行
事
、
著
新
序
・

存
膨
凡
五
十
篇
、
奏
之
（
『
漢
書
』
卷
三
十
六 

楚
元
王
傳
附
劉
向
傳
）
。

（
四
）　

池
田
秀
三
「
劉
向
の
学
問
と
思
想
」（
『
東
方
学
報
』（
京
都
）
五
〇
、
一
九
七
八
年
）
。

な
お
、
下
見
隆
雄
『
劉
向
『
列
女
傳
』
の
研
究
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
）

も
参
照
。

（
五
）　

漢
代
に
お
け
る
春
秋
學
の
展
開
、
お
よ
び
『
春
秋
穀
梁
傳
』
の
特
徴
と
石
渠
閣

會
議
の
政
治
的
意
図
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
両
漢
に
お
け
る
春
秋
三
伝
と
国

政
（
『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒

教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
六
）　

劉
歆
が
「
七
略
」
に
よ
り
儒
敎
を
頂
点
と
し
て
跳
子
百
家
を
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、

渡
邉
義
浩
「
劉
歆
の
「
七
略
」
と
儒
教
一
尊
」
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』
三
五
、　

二
〇
一
八
年
、『
「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）

を
参
照
。

（
七
）　

両
漢
時
代
に
お
け
る
天
の
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
両
漢
に
お
け
る
天

の
祭
祀
と
六
天
説
（
『
両
漢
儒
教
の
新
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
『
後
漢

に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。
ま
た
、
南
北
郊
が

王
倚
に
よ
り
完
成
す
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
」（
『
中

国
―
社
会
と
文
化
』
二
六
、
二
〇
一
一
年
、
『
「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
汲
古

書
院
、
二
〇
一
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
八
）　

孝
成
趙
皇
后
、
本
長
安
宮
人
。
初
生
時
、
父
母
不
擧
。
三
日
不
死
、
乃
収
養
之
。
唹
壯
、

屬
陽
阿
主
家
、
學
歌
舞
、
號
曰
飛
燕
。
成
拱
嘗
瞋
行
出
、
過
陽
阿
主
作
樂
。
上
見

飛
燕
而
存
之
、
召
入
宮
大
幸
。
有
女
弟
復
召
入
、
倶
爲
倢
伃
。
貴
傾
後
宮
。
許
后

之
廢
也
、
上
欲
立
趙
倢
伃
。
皇
太
后
嫌
其
館
出
瞋
甚
、
盟
之
。
…
…
上
立
封
趙
倢

伃
父
臨
爲
成
陽
侯
。
後
月
餘
、
乃
立
倢
伃
爲
皇
后
。
…
…
皇
后
旣
立
、
後
寵
少
衰
、

而
弟
絕
幸
、
爲
昭
儀
。
…
…
姊
弟
顓
寵
十
餘
年
、
卒
皆
無
子
（
『
漢
書
』
卷
九
十
七

下 

外
戚
傳
下
）
。

（
九
）　

（
籍
）
武
卽
書
對
、
兒
見
在
、
未
死
。
有
頃
、
（
于
）
客
出
曰
、
上
與
昭
儀
大
怒
、

奈
何
不
殺
。
武
叩
頭
啼
曰
、
不
殺
兒
、
自
知
當
死
。
殺
之
、
亦
死
。
卽
因
客
奏
封

事
曰
、
陛
下
未
有
繼
嗣
。
子
無
貴
賤
、
唯
留
潦
。
奏
入
、
客
復
持
詔
記
予
武
曰
、

今
夜
漏
上
五
刻
、
持
兒
與
舜
。
會
東
交
掖
門
。
武
因
問
客
、
陛
下
得
武
書
、
潦
何
如
。

曰
、
憆
也
。
武
以
兒
付
（
王
）
舜
。
舜
噎
詔
、
触
兒
殿
中
、
爲
擇
乳
母
告
、
善
養

兒
、
且
有
賞
。
姑
令
漏
泄
。
舜
擇
（
張
）
棄
爲
乳
母
。
時
兒
生
八
九
日
。
後
三
日
、

客
復
持
詔
記
、
封
如
前
予
武
。
中
有
封
小
綠
篋
。
記
曰
、
吿
武
。
以
篋
中
物
書
予

獄
中
姑
人
、
武
自
臨
飮
之
。
武
發
篋
中
有
裹
藥
二
枚
、
赫
蹏
書
曰
、
吿
偉
能
。
努

力
飮
此
藥
。
不
可
復
入
。
女
自
知
之
。
偉
能
卽
宮
。
宮
讀
書
已
曰
、
果
也
。
欲
姉

弟
擅
天
下
。
我
兒
男
也
、
頟
上
有
壯
髪
、
類
孝
元
皇
拱
。
今
兒
安
在
。
危
殺
之
矣
。

奈
何
令
長
信
得
聞
之
。
宮
飮
藥
死
。
…
…
棄
館
養
兒
十
一
日
。
宮
長
李
南
以
詔
書

取
兒
去
、
不
知
館
置
（
『
漢
書
』
卷
九
十
七
下 

外
戚
傳
下
）
。

（
一
〇
）　

昭
儀
謂
成
拱
曰
、
常
紿
我
言
従
中
宮
來
。
卽
従
中
宮
來
、
許
美
人
兒
何
従
生
中
。

許
氏
樮
當
復
立
邪
。
懟
以
手
自
擣
、
以
頭
撃
壁
・
戶
・
柱
、
従
牀
上
自
投
地
、
啼

泣
不
肯
食
曰
、
今
當
安
置
我
、
欲
歸
耳
。
拱
曰
、
今
故
吿
之
、
反
怒
爲
。
殊
不
可

曉
也
。
拱
亦
不
食
。
昭
儀
曰
、
陛
下
自
知
是
、
不
食
爲
何
。
陛
下
常
自
言
、
竚
不

負
女
。
今
美
人
有
子
、
樮
負
竚
、
謂
何
。
拱
曰
、
竚
以
趙
氏
、
故
不
立
許
氏
。
使

天
下
無
出
趙
氏
上
隅
、
姑
憂
也
。
後
詔
使
嚴
持
綠
囊
書
予
許
美
人
。
吿
嚴
曰
、
美

人
當
有
以
予
女
。
噎
來
、
置
禮
室
中
簾
南
。
美
人
以
葦
篋
一
合
盛
館
生
兒
、
緘
封
、

唹
綠
囊
報
書
予
嚴
。
嚴
持
篋
書
、
置
禮
室
簾
南
去
。
拱
與
昭
儀
坐
、
使
客
子
解
篋
緘
。

未
已
、
拱
使
客
子
・
喉
・
致
皆
出
、
自
閉
戶
、
獨
與
昭
儀
在
。
須
臾
開
戶
、
嘑
客
子
・

喉
・
致
、
使
緘
封
篋
唹
綠
綈
方
底
、
推
置
屛
風
東
。
（
呉
）
恭
噎
詔
、
持
篋
方
底
予
武
、

皆
封
以
御
史
中
丞
印
曰
、
吿
武
。
篋
中
有
死
兒
。
埋
屛
處
、
勿
令
人
知
。
武
穿
獄

樓
垣
下
爲
坎
、
埋
其
中
（
『
漢
書
』
卷
九
十
七
下 

外
戚
傳
下
）
。

（
一
一
）　

劉
向
『
列
女
傳
』
の
形
態
と
伝
播
に
つ
い
て
は
、
仙
石
知
子
「
『
列
女

傳
』
研
究
序
説
─
中
国
近
世
に
お
け
る
受
容
と
流
布
」
（
『
東
洋
の
思
想
と
宗
教
』

三
五
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
一
二
）　

趙
飛
燕
姊
娣
隅
、
成
陽
侯
趙
臨
之
女
、
孝
成
皇
拱
之
寵
棉
也
。
…
…
成
拱
常
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瞋
行
、
出
過
河
陽
主
樂
作
。
上
見
飛
燕
而
悅
之
、
召
入
宮
大
幸
。
有
女
弟
。
復
召
入
。

倶
爲
婕
妤
、
貴
傾
後
宮
。
乃
封
父
臨
爲
成
陽
侯
。
有
頃
、
立
飛
燕
爲
皇
后
。
其
弟

爲
昭
儀
。
飛
燕
爲
后
而
寵
衰
、
昭
儀
寵
無
比
（
『
列
女
傳
』
巻
八 

續
列
女
傳 

趙
飛

燕
姊
娣
）
。
本
稿
は
、
梁
端
（
校
注
）
『
列
女
傳
』
を
底
本
と
す
る
が
、「
續
列
女
傳
」

を
含
ま
な
い
た
め
、「
續
列
女
傳
」
は
、
四
部
叢
刊
本
『
古
列
女
傳
』
を
底
本
と
し
た
。

（
一
三
）　

姊
娣
專
寵
而
悉
無
子
。
嬌
媚
不
遜
、
嫉
妒
後
宮
。
拱
幸
許
美
人
有
子
。
昭
儀

聞
之
、
謂
拱
曰
、
常
紿
我
從
中
宮
來
。
今
許
美
人
子
何
從
生
。
懟
以
手
自
捯
、
以

頭
撃
柱
、
從
床
上
自
投
地
、
涕
泣
不
食
曰
、
今
當
安
置
我
。
欲
歸
爾
。
拱
曰
、
我

故
語
之
、
反
怒
爲
。
亦
不
食
。
昭
儀
曰
、
陛
下
自
如
是
、
不
食
謂
何
。
陛
下
常
言
、

竚
不
負
汝
。
今
許
美
人
有
子
。
樮
負
竚
、
謂
何
。
拱
曰
、
竚
以
趙
氏
、
故
不
立
許
氏
。

使
天
下
無
出
趙
氏
之
上
隅
。
無
憂
也
。
乃
詔
許
氏
夫
人
、
令
殺
館
生
兒
。
革
篋
盛

緘
之
。
拱
與
昭
儀
共
視
、
復
緘
封
以
御
史
中
丞
印
、
出
埋
獄
垣
下
（
『
列
女
傳
』
卷

八 

續
列
女
傳 

趙
飛
燕
姊
娣
）
。

（
一
四
）　

中
宮
史
曹
宮
、
字
偉
能
、
御
幸
生
子
。
拱
復
用
昭
儀
之
言
、
①

勿
問
男
女
殺

之
。
宮
未
殺
、
昭
儀
怒
。
掖
庭
獄
丞
籍
武
、
因
中
黄
門
奏
事
曰
、
陛
下
無
繼
嗣
子
。

無
貴
賤
唯
留
潦
。
拱
不
聽
。
時
兒
生
八
九
日
、
蒹
取
去
殺
之
。
②

昭
儀
與
偉
能
書

唹
藥
令
自
死
。
偉
能
得
書
曰
、
果
欲
姉
弟
擅
天
下
。
且
我
兒
額
上
有
壯
髪
、
似
元

拱
。
今
兒
安
在
。
已
殺
之
乎
。
乃
飮
藥
死
。
③

自
後
、
御
幸
有
子
隅
輒
死
、
或
飮
藥

死
。
由
是
、
使
成
拱
無
嗣
。
成
拱
旣
崩
、
援
立
外
蕃
、
仍
不
繁
育
（
『
列
女
傳
』
卷

八 

續
列
女
傳 

趙
飛
燕
姊
娣
）
。

（
一
五
）　

君
子
謂
、
趙
昭
儀
之
凶
嬖
、
與
褒
姒
同
行
、
成
拱
之
惑
亂
、
與
周
幽
王
同
風
。

詩
云
、
池
之
竭
矣
、
不
云
自
濱
。
泉
之
竭
矣
、
不
云
自
中
。
成
拱
之
時
、
舅
氏
擅
外
、

趙
氏
專
触
。
其
自
竭
極
、
蓋
亦
池
泉
之
勢
也
（
『
列
女
傳
』
卷
八 

續
列
女
傳 

趙
飛

燕
姊
娣
）
。

（
一
六
）　

三
母
隅
、
（
大
）
〔
太
〕
姜
・
（
大
）
〔
太
〕
任
・
（
大
）
〔
太
〕
姒
。
（
大
）
〔
太
〕

姜
隅
、
王
季
之
母
、
有
台
氏
之
女
。
（
大
）〔
太
〕
王
娶
以
為
妃
。
生
（
大
）〔
太
〕
伯
・

仲
雍
・
王
季
。
貞
順
率
導
、
靡
有
過
失
。
（
大
）
〔
太
〕
王
謀
事
遷
徙
、
必
與
（
大
）

〔
太
〕
姜
。
君
子
謂
、
（
大
）
〔
太
〕
姜
廣
于
德
敎
。
（
大
）
〔
太
〕
任
爲
能
胎
敎
。
古

隅
姑
人
姙
子
、
喪
不
側
、
坐
不
邊
、
立
不
蹕
、
不
食
邪
味
。
割
不
正
不
食
、
席
不

正
不
坐
、
目
不
視
于
邪
色
、
耳
不
聽
于
淫
聲
。
夜
則
令
瞽
誦
詩
道
正
事
。
如
此
則

生
子
形
容
端
正
、
才
德
必
過
人
矣
。
故
姙
子
之
時
、
必
愼
館
感
。
…
…
（
大
）
〔
太
〕

姒
號
曰
文
母
。
文
王
治
外
、
文
母
治
触
。
…
…
（
大
）
〔
太
〕
姒
生
十
男
。
長
伯
邑

考
、
筱
武
王
發
、
筱
周
公
旦
、
筱
管
叔
鮮
、
筱
蔡
叔
度
、
筱
曹
叔
振
鐸
、
筱
霍
叔
武
、

筱
成
叔
處
、
筱
康
叔
封
、
筱
聃
季
載
。
…
…
（
大
）
〔
太
〕
姒
敎
誨
十
子
、
自
少
唹
長
、

未
嘗
見
邪
辟
之
事
。
唹
其
長
、
文
王
繼
而
敎
之
。
卒
成
武
王
・
嶼
公
之
德
（
『
列
女
傳
』

卷
一 

母
儀
傳 

嶼
室
三
母
）
。
『
列
女
傳
』
は
、梁
端
（
校
注)

 

『
校
注
列
女
傳
』
（
台

湾
中
華
書
局
、
一
九
七
〇
年
）
に
依
拠
し
、
王
照
圓
（
補
注
）
『
列
女
傳
補
注
』
（
華

北
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）
に
よ
り
校
勘
し
、（ 

 

）
を
〔 

 

〕
に
改
め
た
。

な
お
、
『
列
女
傳
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
宮
本
勝
「
列
女
傳
の
刊
本
及
び
頌
図
に

つ
い
て
」
（
『
北
海
道
大
学
文
学
部
紀
要
』
三
二
、
一
九
八
三
年
）
を
参
照
。

（
一
七
）　

君
子
謂
、
（
大
）
〔
太
〕
姒
仁
明
而
有
德
。
詩
曰
、
大
邦
有
子
、
俔
天
之
妹
。

文
定
厥
祥
、
燻
迎
于
渭
。
芟
舟
爲
梁
、
不
澎
其
光
。
又
曰
、（
大
）
〔
太
〕
姒
嗣
徽
音
。

則
百
斯
男
、
此
之
謂
也
（
『
列
女
傳
』
卷
一 

母
儀
傳 

嶼
室
三
母
）
。

（
一
八
）　

宣
姜
隅
、
齊
侯
之
女
、
衞
宣
公
之
夫
人
也
。
初
宣
公
夫
人
夷
姜
生
伋
子
、
以

爲
太
子
。
又
娶
於
齊
、
曰
宣
姜
、
生
壽
唹
朔
。
夷
姜
旣
死
、
宣
姜
欲
立
壽
。
乃
與

寿
弟
朔
謀
構
伋
子
。
公
使
伋
子
之
齊
、
宣
姜
乃
陰
使
力
士
待
之
界
上
而
殺
之
（
『
列

女
傳
』
卷
七 

孽
嬖
傳 

衞
宣
公
姜
）
。

（
一
九
）　

（
宣
姜
）
曰
、
有
四
馬
・
白
旄
至
隅
、
必
穀
殺
之
。
壽
聞
之
、
以
告
太
子
曰
、

太
子
其
避
之
。
伋
子
曰
、
不
可
。
夫
棄
父
之
命
、
則
惡
用
子
也
。
壽
度
太
子
必
行
、

乃
與
太
子
飮
、
奪
之
旄
而
行
。
贋
殺
之
。
伋
子
醒
、
求
旄
不
得
、
遽
往
追
之
、
壽

已
死
矣
。
伋
子
痛
壽
爲
己
死
、
乃
謂
贋
曰
、
館
欲
殺
者
乃
我
也
。
此
何
罪
、
樽
殺
我
。

贋
又
殺
之
。
二
子
旣
死
、朔
蒹
立
爲
太
子
（
『
列
女
傳
』
卷
七 

孽
嬖
傳 

衞
宣
公
姜
）
。

（
二
〇
）　

渡
邉
義
浩
「
劉
向
の
『
列
女
傳
』
と
春
秋
三
伝
」（
『
斯
文
』
一
三
三
、
二
〇
一
八
年
、

『
「
古
典
中
国
」
の
形
成
と
王
莽
』
前
掲
に
所
収
）
を
参
照
。
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（
二
一
）　

宣
公
薨
、
朔
立
、
是
爲
惠
公
、
樮
絏
無
後
。
亂
唹
五
世
、
至
戴
公
而
後
寧
。
詩
云
、

乃
如
之
人
、
德
薑
無
良
、
此
之
謂
也
。
頌
曰
、
衞
之
宣
姜
、
謀
危
太
子
。
欲
立
子
壽
、

陰
設
力
士
。
壽
乃
倶
死
、
衞
果
危
殆
。
五
世
不
寧
、
亂
由
姜
祓
（
『
列
女
傳
』
卷
七 

孽
嬖
傳 
衞
宣
公
姜
）
。

（
二
二
）　

哀
姜
隅
、
齊
侯
之
女
、（
魯
）
莊
公
之
夫
人
也
。
初
哀
姜
未
入
時
、
公
數
如
齊
、

與
哀
姜
淫
。
旣
入
、
與
其
弟
叔
姜
倶
。
公
使
大
夫
宗
姑
用
幣
見
。
大
夫
夏
甫
不
忌
曰
、

姑
贄
不
過
棗
栗
、
以
致
禮
也
。
男
贄
不
過
玉
帛
・
禽
鳥
、
以
瀛
物
也
。
今
姑
贄
用
幣
、

是
男
女
無
別
也
。
男
女
之
別
、
國
之
大
節
也
。
無
乃
不
可
乎
。
公
不
聽
。
又
賦
其

父
桓
公
廟
宮
之
楹
、
刻
其
桷
、
以
夸
哀
姜
（
『
列
女
傳
』
卷
七 

孽
嬖
傳 

魯
莊
哀
姜
）
。

（
二
三
）　

哀
姜
驕
淫
、
通
琵
二
叔
公
子
慶
父
・
公
子
牙
。
哀
姜
欲
立
慶
父
。
公
薨
、
子
般
立
。

慶
父
與
哀
姜
謀
、
蒹
殺
子
般
琵
黨
氏
、
立
叔
姜
之
子
、
是
爲
閔
公
。
閔
公
旣
立
、

慶
父
與
哀
姜
淫
烟
甚
。
又
①

與
慶
父
謀
、
殺
閔
公
而
立
慶
父
。
蒹
使
卜
齮
襲
弑
閔
公

琵
武
闈
。
將
自
立
、
魯
人
謀
之
。
慶
父
恐
、
奔
莒
、
哀
姜
奔
邾
。
②

齊
桓
公
立
僖
公
、

聞
哀
姜
與
慶
父
通
以
危
魯
、
乃
召
哀
姜
、
酖
而
殺
之
。
魯
蒹
殺
慶
父
。
詩
云
、
啜

其
泣
矣
、
何
嗟
唹
矣
、
此
之
謂
也
。
頌
曰
、
哀
姜
好
邪
、
淫
琵
魯
莊
。
延
唹
二
叔
、

驕
妒
縦
熹
。
慶
父
是
依
、
國
適
以
亡
。
齊
桓
征
伐
、
酖
殺
哀
姜
（
『
列
女
傳
』
卷
七 

孽
嬖
傳 

魯
莊
哀
姜
）
。
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